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（以下「管理会社」といいます。） 

 

              

 

 

日興マネー・マーケット・ファンド（以下「ファンド」といいます。）の各サブ・ファンド

（以下「サブ・ファンド」といいます。）の受益者（以下「受益者」といいます。）の皆様へ

のお知らせ 

 

 

2018年７月 12日 ルクセンブルグ 

 

受益者の皆様 

 

管理会社の取締役会（以下「本取締役会」といいます。）は、マネー・マーケット・ファンド

に関する新たな理事会規則（EU）2017/1131（以下「欧州新規制」といいます。）の採択により、

欧州新規制の要件を遵守するため、ファンドの英文目論見書（以下「英文目論見書」といいま

す。）および約款（以下「約款」といい、英文目論見書と併せて、「本文書」と総称します。）

を変更することに致しましたことをご通知申し上げます。 

 

ファンドおよびサブ・ファンドは、2019 年１月 21 日までに欧州新規制を遵守しなければならず、

欧州新規制に基づくマネー・マーケット・ファンドの新たな適用スキームの遵守を証明するフ

ァイルは、金融監督委員会に提出されています。 

 

その結果、本取締役会は、欧州新規制を遵守するため、本文書に以下の変更を加えることを決

定致しました。 

 

- 欧州新規制第 36条（３）に定めるところに従った追加のリスク警告の挿入 

- ファンドおよびそのサブ・ファンドがマネー・マーケット・ファンドとして、すなわち、

欧州新規制に基づく公的債務固定基準価額 MMFとしての資格を有する旨の文言の挿入 

- 各サブ・ファンドの投資方針の変更 

- 各サブ・ファンドが欧州新規制第９条に従って投資することができる適格資産の種類の

変更 

- 欧州新規制第 19 条ないし 23 条を遵守することを目的とした「信用度評価手順」と題す

る新セクションの挿入 



 

- (i)欧州新規制第 10条ないし第 16条を遵守することおよび(ii)欧州新規制第 17条および第

18 条に基づき規定される分散化・集中化規則を挿入することを目的とした「約款および

投資制限」のセクションの修正 

- 欧州新規制第 24 条および第 34 条の要件を遵守することを目的とした新セクション「流

動性リスクおよびポートフォリオ・リスク制限規則」の挿入 

- 欧州新規制第 29 条ないし第 33 条を遵守することを目的とした純資産価額の決定に関す

る規則の変更 

- 欧州新規制第 36条（２）を遵守することを目的とした受益者が利用可能な情報の更新 

 

本取締役会は、これを機会に、英文目論見書の特定の条項の更新または明確化を行い、特に、

以下の事項に関して、透明性のために新条項を追加致します。 

 

- 集合投資事業に関する 2010 年 12 月 17 日法の第 88 条３および第 90 条を変更する 2018

年３月５日法の採択後のセクション「サービス提供者に対する受益者の権利」の変更 

- ファンドは、EU内の個人投資家に助言、募集または販売を行っていないこと、また、こ

れゆえに、いかなるパッケージ型個人向け保険ベース投資商品（PRIIP）および重要情報

書類（KID）も発行されないものとすることの明確化 

- 本取締役会の構成の更新（三田村浩平氏が大久保尚樹氏の後任となります。） 

- 管理会社のウェブサイトへのリンクの挿入 

 

 

上記の変更は、2018 年９月 28 日（以下「効力発生日」といいます。）に効力を生じることにご

留意ください。 

 

上記の変更は、必要に応じて、2018 年７月 31 日に締結される約款に反映され、効力発生日に効

力を生じます。 

 

上記に関するご不明点は、SMBC 日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニ

ー・エス・エイまでお問い合わせください。 

 

本通知に記載される変更は、ファンドの変更済みの本書類に反映されます。上記に定める変更

および説明を含む本書類は、効力発生日以降、管理会社の登記上の事務所において無償で取得

することができます。 

 

 __________________________  

管理会社の本取締役会のために 
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